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各港区が分担する機能・役割を明確化（港区別の集中投資・最適化、機能特化によるニーズ対応）

１.統合港湾の経緯①(これまでの考え方【H24仙台湾統合港湾長期構想】)

仙台港区（東北のグローバル港湾）

物流
東北のユニット貨物の拠点
（コンテナ・RORO・フェリー）

防災 広域防災拠点（物流）

観光 フェリー（人流）

塩釜港区（地域産業支援港湾）

物流
小型バルクの拠点
（水産品・ｽｸﾗｯﾌﾟ・砂利）

防災
広域海上防災拠点
（海上保安部、離島航路）

観光
マリンゲート、松島観光船
小型クルーズの受入

石巻港区（広域基幹産業拠点港湾）

物流
大型バルク貨物の拠点
（チップ、木材、とうもろこし）

防災 地域防災拠点（石巻背後圏）

観光
大型クルーズ船の受入
牡鹿・金華山定期船

松島港区（東北を代表する観光拠点港湾）

物流

防災

観光
東北を代表する観光拠点
（日本三景「松島」）
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戦略１
一体的整備・利用再編
機能分担
集中投資

戦略２
一体的ポートセールス
東北全域を対象と
したポートセールス

戦略３
一体港湾として民営化
民営化の促進
港湾サービス高質化

戦略４
東北の広域観光圏
の玄関口
広域観光連携

戦略５
広域防災拠点
大規模災害に対する
支援体制構築

三
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ビジョン 基本戦略 コンセプト 各港区の機能・役割

【観
光
】港
内
連
携

※

※H24.11に従来の仙台塩釜港（仙台・塩釜）、石巻港、松島港の3港が統合し、４港区（仙台、塩釜、石巻、松島）からなる仙台塩釜港となったもの。
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港区別の強みを生かしつつ相互に連携・補完（全体最適化・スケールメリット増大による対応力の向上）

１. 統合港湾の経緯②(新たな長期構想のコンセプト)

２【総合港湾のコンセプトイメージ】

将来像の実現
仙台港区

塩釜港区

石巻港区

松島港区

連携・補完

◼ 港湾ニーズの

多様化
◼ 限られた空間・ストックの

有効活用
◼ 持続可能で強靱な

機能・防災力

4港区の機能を連携・補完

総合的に対応

【各視点におけるコンセプトイメージ】

◆ メインポートに対し相互補
完可能な機能確保

◆ ｶｰﾎﾞﾝﾆｭｰﾄﾗﾙﾎﾟｰﾄの形成、
自然環境の保全・共生

◆ クルーズ船受入体制強化、
地域・広域観光連携

◆ 広域海上防災拠点の体制
構築、適切な維持管理



・2024年の「働き方改革」によるトラックドライバーの時間外労働規制に続き、物流業界では新たに「2026年問
題」が迫っている。これは2026年4月に施行される改正「新物効法（物資の流通の効率化に関する法律）」により、
特定事業者に対して物流効率化に関する義務が課される問題である。

２.物流の2026年問題

３出典：新物効法の施行について（令和7年２月・３月） 国土交通省



３.貨物輸送形態ネットワーク図

仙台北部道路

石巻新庄道路新庄酒田道路

仙台貨物
ターミナル駅

【仙台北部道路４車線化】
・仙台北部道路は、全線が暫定２車線で供用中で、
利府しらかし台IC～富谷JCTで４車線化工事中。
・４車線化により､暫定２車線の抱える課題の改
善､連続する三陸沿岸道路 （仙塩道路）の４車線
化開通と合わせて、富谷～仙台港方面の更なる
利便性の向上が期待されている。

【仙台貨物ターミナル駅の移転】
・宮城県では、大規模災害時の広域防災拠点を宮城野原地
区の仙台貨物ターミナル駅位置に計画。
・そのため、仙台貨物ターミナル駅を東北本線岩切駅近く
に移転するため、日本貨物鉄道㈱により移転工事を実施中。

４

【石巻新庄道路の整備促進】
・宮城・山形両県及び国土交通省が新広域道路交通計画に
石巻新庄道路と新庄酒田道路を高規格道路に位置付け、
令和６年度に計画の具体化に向け調査実施。
・仙台塩釜港石巻港区と酒田港をつなぐ物流の大動脈とし
て、沿線各地域の産業経済活動を支え、大規模災害時には
緊急輸送道路として支援・救援・復旧活動に寄与、また、広域
観光圏の形成によりクルーズ船等の観光エリア拡大に寄与。

石巻港区

仙台港区

塩釜港区

松島港区



・現在の観光立国推進基本計画は令和５年３月に閣議決定され、計画期間が令和７年度までというのが現在の計画。
・令和7年３月１８日に開催された、第２６回観光立国推進閣僚会議において、地方創生2.0の実現や、２０３０年訪
日客数６０００万人・消費額１５兆円の政府目標の達成に向けて必要な取組を盛り込んだ、新たな観光立国推進基
本計画を２０２５年度末までに策定するようにというのが総理の御指示。

４.観光立国推進基本計画（第５次計画検討状況）

出典：次期観光立国推進基本計画の検討状況（令和7年9月24日） 観光庁

出典：観光立国推進基本計画の改訂について（令和7年４月） 観光庁

５



・平成12年5月に都市計画法が改正され、すべての都市計画区域において「整備、開発及び保全の方針」（通称：都
市計画区域マスタープラン）を都道府県が策定することになった。この都市計画区域マスタープランは、都市計画
の目標をはじめ。土地利用､都市施設の整備、市街地開発事業に関する主要な都市計画の方針を明示したもので
あり、今後の都市計画を定める際の基本的な指針となるものである。
・宮城県では、令和6年6月に「仙塩広域都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」を策定した。
・この中で、交通体系の整備方針は以下のとおりである。

５.広域道路網計画図（仙塩都市圏都市計画マスタープラン将来道路網図）

【交通体系の整備方針】

「多核連携集約型都市構造」を支える交通軸の形成を図るとともに、過度に自家用車に頼らない環境配慮型の都市構造を実現する
ため、以下の方針に基づき、地域公共交通計画などと連携しながら総合的な交通体系の形成を目指していく。

①全国や海外との連携・交流を高める広域ネットワークの整備 全国や海外と本区域の交流を高め、富県宮城を実現するための広域
交通ネッ トワークの形成を図る。このため、周辺都市圏を結ぶ広域ネットワークをはじめ、仙台都心、産業拠点、国際観光交流拠点、
空港・港湾などの産業交通拠点間を連絡する総合的な交通ネットワークの形成を図る。

②「多核連携集約型都市構造」を誘導する都市交通ネットワークの形成 本区域の生活・都市活動を支え、「多核連携集約型都市構造」
の軸となる基幹交通軸の形成を図る。

③公共交通の利便性向上 高齢者や自動車を運転できない人でも移動できるように、公共交通の利便性向上や、適切な情報提供や待
合環境の改善などの快適性向上を図り、過度に自家用車に頼らない移動環境の構築を目指す。

④交通需要マネジメント施策の推進 自動車交通による道路混雑の緩和や環境負荷を軽減する交通対策を推進し、ひいては公共交通
活性化を目指す。

６出典：仙塩広域都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 令和６年６月 宮城県



５.広域道路網計画図（仙塩都市圏都市計画マスタープラン将来道路網図）

【本区域の交通体系の方針】

７出典：仙塩広域都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 令和６年６月 宮城県



１．北極海航路の概要

■北極海を渡って東アジアとヨーロッパを
結ぶ海上輸送ルートで､マラッカ海峡、ス
エズ運河 を経由する「南回り航路」と比較
し、航行距離を約6割に短縮でき、海賊リ
スクも少ないことから､海上輸送における
新たな選択肢として関心が高まっている。
■気候変動による海氷の減退に伴い、夏
期(6月後半～11月後半)の航行が可能。

６.北極海航路関連資料（1/2）

出所：https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/ocean_policy/content/001476544.pdf

２.北極海航路の航行制度(2020年変更点)

■2020年ロシア国内法令(北極海航路法及び北極海航路海域航行
規則等)の改正があり海域の区域割､砕氷船料金､航行条件等に変更
があった｡
＜事前申請＞
改正前：北極海航路に入域予定日の120日前～20日前の期間に申請
2020年：北極海航路に入域予定日の120日前～15営業日前の期間に申請
＜海域＞ 改正前： 7海域にて定義

2020年：28海域に細分化
＜砕氷船料金＞ 海域の細分化に伴い、砕氷船料金表の変更
＜航行条件＞
北極海航路水域の海区配置図 海域の細分化に伴う変更に加え、条件の見直し
・非アイスクラス及びIce１～Ice３において､夏季での航行が緩和
・Arc４、Arc５はYamal LNGの輸送条件が緩和 等

８



３.北極海航路を航行する船舶について

■2020 年の北極海航路水域の通航許可数※は
1,014隻と前年比約27％増となった。その内､アイスク
ラスなしでの通航許可は約半数(約47％)、船籍別での
通航許可数はロシア船籍が約8割であった。
※ロシア国内法による北極海航路区域に入域するために必要となる許可の発出件数

６.北極海航路関連資料(2/2)

４．北極海航路の利用実績

■ 取扱貨物量は､ヤマルLNGプロジェクトでのLNG生
産開始後年々増加し､2020年には3,300万トンとな
り、過去最高となった｡

出所：https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/ocean_policy/content/001476544.pdf ９



【港湾BCP策定ガイドライン（改訂版）の骨子】
○港湾BCP策定ガイドライン改訂の方向性として、現行のガイドラインのCTの内容の充実化を図る。
○現行のガイドラインは、発災後の対応計画及び事前対策に係るマネジメント計画を含め、コンテナ、フェリー・ＲＯ

ＲＯ等の幹線貨物としての一括での内容となっているが、このうちＣＴに係る内容を具体的に明示する。
○コンテナターミナルは、システム化や電力依存が高まり、リスク要因が複雑化していることから、分析・検討を踏

まえた対応計画を策定する必要性を明示する。

７.港湾BCP策定ガイドライン改訂（R8年３月予定）

１０

出典：港湾BCP策定ガイドライン（改訂版）の骨子 令和7年12月26日 国土交通省港湾局



○令和６年７月の交通政策審議会答申「令和６年能登半島地震を踏まえた港湾の防災・減災対策のあり方」において、
今後の大規模災害リスク等を見据えて取り組むべきソフト施策として、被災地支援と平時物流機能の維持・早期回
復を含む広域港湾BCPの実効性向上が必要とされた。

〇令和７年６月に「広域港湾BCP策定ガイドライン(被災地支援輸送編)」が策定されたが､幹線物流を含む経済活動
を維持するための内容は含まれておらず、更なる充実化を図る必要がある。 また、広域港湾BCPガイドラインの
内容については、別途検討されている港湾BCPガイドラインの改訂内容と整合を図ることとされている。

８.広域港湾BCP策定ガイドライン改訂（R8年３月予定）

１１



１．安心･安全な館山の海で楽しむための｢海･浜ルール｣（館山港[千葉県館山市］）

〇海水浴場利用者のマナー低下などから海上保安部、警察署､千葉県(海岸管理者)､民間団体などの関係機関と
連携を図り､全ての方が安心・安全に海水浴場を利用できるよう『10の禁止行為』を定めた｢安心･安全な館山の
海水浴場の確保に関する条例｣を制定(平成27年4月1日公布)。

９.秩序ある海域利用の取組み事例(1/2)

出所：https://www.city.tateyama.chiba.jp/minato/page100350.html １２



２．｢鎌倉 海・浜のルールブック｣（一般海岸等［神奈川県鎌倉市］）

〇漁業関係者、マリンスポーツ関係団体、市民及び事業者で構成される研究会を平成14年に立ち上げ、鎌倉あっ
た新しい｢海･浜のルール｣を検討･制定。

＜協力機関＞ 湘南海上保安署･鎌倉警察署･神奈川県･鎌倉市消防本部 鎌倉マリンスポーツ連盟･鎌倉漁業協同組合･腰越漁業協同組合 鎌倉商
工会議所･鎌倉市観光協会･鎌倉市海水浴場連絡会 かながわ海岸美化財団･鎌倉市自治町内会総連合会 サープ90鎌倉ライフセービングクラブ

９.秩序ある海域利用の取組み事例(2/2)

出所：https://www.city.kamakura.kanagawa.jp/kan-hozen/umi_hama_rulebook.html １３
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